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「適格請求書」の発行、仕入税額控除における「適格請求書」等の保存の特例について（案） 

 

【売上側】 

①「適格請求書」の発行が困難な場合として、交付義務が課されない場合  

・ ３万円未満の公共の鉄道、バス、船舶による旅客の運送 

・ せり売り等の媒介、取次ぎを行う者を介して行う農水産品の販売 

・ 農協や漁協において無条件委託方式、かつ、共同計算方式により行う、組合員の生産した農水産品の販売 

・ ３万円未満の自動販売機による販売 

・ その他請求書等の交付を行うことが困難な一定の場合 
 

②「適格簡易請求書」の発行が可能な場合  

・ 小売業、飲食店業、写真業、旅行業  

・ タクシー業 

・ 不特定多数の者に対して行う駐車場業 

・ 上記に準ずるその他不特定多数の者を対象とする一定の営業 

 

【仕入側】 

①「適格請求書」又は「適格簡易請求書」以外の書類等（区分記載請求書の記載事項を満たすもの）の保存により仕入税額控除が可能な場合 

・ 仕入側が作成する仕入明細書、仕入計算書等（「適格請求書」の記載内容と同様の内容が記載され、相手方の確認を受けたものに限る。したがって、免税事業者から仕

入れる場合は「登録番号」が記載できないため、記載要件を満たせず、仕入税額控除ができない。） 

・ せり売り等の媒介、取次を行う者が作成する請求書、納品書等（出荷者に関する記載事項はない（出荷者を特定できないため記載できない）ため、出荷者が免税事業

者であっても仕入税額控除可能。） 

・ 農協や漁協が、無条件委託方式、かつ、共同計算方式により生産者等を特定せずに販売を行う場合の、組合が作成する請求書、納品書等（出荷者に関する記載事項は

ない（出荷者を特定できないため記載できない）ため、出荷者が免税事業者であっても仕入税額控除可能。） 
 

②請求書等の保存がなくても仕入税額控除が可能な場合（帳簿への一定の記帳は必要） 

〇 請求書等の交付を受けることが困難な場合として次に掲げる場合 

・ ３万円未満の公共の鉄道、バス、船舶の運賃 

・ 「適格簡易請求書」である入場券等が事後に回収される場合の入場料等 

・ 古物営業を行う者が消費者等から古物を買取る場合 

・ 質屋営業を行う者が消費者等から質物の所有権を取得する場合 

・ 不動産業者が消費者等から建物を購入する場合 

・ リサイクル業者が消費者等から再生資源及び再生部品を買取る場合 

・ ３万円未満の自動販売機での購入 

・ その他請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合 
  

※ 免税事業者等からの仕入れについては、仕入税額控除不可。ただし、インボイス制度導入後３年間は仕入税額相当額の８０％、その後の３年間は

同５０％の控除を可能とする。 

※ 現行の請求書等の保存の特例制度の対象範囲と異なる部分は、二重下線部分

※ 現行の売上に関する記帳義務の特例（記載内容の一部省略（売上先の名称））の対象範囲とほぼ同じ

※ 現行の請求書等の保存の特例制度の対象範囲とほぼ同じ。 

（現行「３万円未満の課税仕入れ」及び「相手方に請求書等の交付を請求 

したが、交付を受けられなかった場合」については請求書等の保存を要 

しないこととされているが、「適格請求書」等の発行義務が課されること

を踏まえ、廃止。） 
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